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【発明の名称】対象物を搬送する装置および方法
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、独立形式の請求項１および１７にそれぞれ記載の、試料操作システム内で対
象物を移動させる移動装置および移動方法に関する。上記試料操作システムにおいて、対
象物は、縦方向の寸法（縦寸法）Ｘおよび横方向の寸法（横寸法）Ｙを有する少なくとも
１つの本質的に水平な作業領域上に載置される。
【背景技術】
【０００２】
　遺伝子の解析（「ゲノミクス」）やタンパク質の解析（「プロテオミクス」）、新しい
活性物質の発見（「創薬」）、および臨床診断（「臨床診断学」）に用いられる装置およ
びシステムが知られており、たとえば液体処理用ロボットおよび対象物移動ロボットとし
て知られている。そのようなシステムとして、たとえば"Genesis Robotic Sample Proces
sor"という名称で本出願人により市販された作業プラットフォームがある。これは、容器
内および／または標本キャリア（たとえばスライド）上の試料を操作するための装置であ
って、上記容器および／または上記スライドは、縦寸法Ｘおよび横寸法Ｙをもつ本質的に
水平な作業領域上に載置され、この装置は試料を操作するためのロボットマニピュレータ
を有する。この操作は、このＸ－Ｙ作業領域において流体、とりわけ液体を受容および／
または搬送することに関するものである。試料の遠心分離処理ステーションや、蛍光読取
機などの他の処理または解析ステーションを設けてもよい。このような作業プラットフォ
ームにおいては、試料を収容する試料管、マイクロプレート、および他の容器などの対象
物を特定することが重要である。３つのマイクロプレートを収容するために通常用いられ
る「運搬器（キャリア）」を、ここでは対象物という。
【０００３】
　このような既知の作業プラットフォームは、Ｘ方向と平行に延びる少なくとも１つのレ
ールと、駆動部を用いてレール上を往復移動可能な少なくとも１つの移動ユニットを有し
、移動ユニットは対象物を識別するツールと、対象物を把持し、識別ツールに向かって移
動させる電動式把持機構とを有する。さらに、この装置は、移動ユニットおよび把持機構
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の動作を制御し、識別ツールから提供される情報を処理するためのプロセッサを有する。
識別ツールは、通常、バーコードリーダとして実現され、既知の作業プラットフォームに
ある移動ユニット上に配置されている。
【０００４】
　処理および／または解析すべき試料は、通常、試験管またはマイクロプレートのくぼみ
（ウェル）内に収容される。こうした試験管は適当な保持体（ホルダ）内に設置され、各
ホルダはＹ方向すなわち作業プラットフォームの横寸法方向に整列して互いに隣接して配
置された一列の試験管を収容する。これら複数のホルダは、作業領域上において移動でき
るように案内される。試料は、マイクロプレートのウェル内に配置され、そして／または
試料管からウェルへピペット採取することができる。通常、この場合、同様に作業領域上
において移動できるように案内される１つの「キャリア」上に３つのマイクロプレートが
配置される。
【０００５】
　試験管ホルダ内またはキャリア上の試料を同定確認するため、試験管ホルダまたはキャ
リアを把持部により把持し、バーコードリーダの読取領域へ引き寄せる。試料同定後、確
認された対象物、すなわち試験管を有する試験管ホルダおよび／またはマイクロプレート
を有するキャリアは、作業領域上で元の位置に押し戻される。
【０００６】
　こうした作業プラットフォームは、数多くの用途において有用であることが実証されて
いる。しかし、個々の試験管、試験管ホルダ、マイクロプレート、またはキャリアを作業
領域上の別の位置へ、別の作業プラットフォームの作業領域上へ搬送する必要が生じる場
合がしばしばある。この搬送作業は、典型的には、手動、ベルトコンベア、あるいはロボ
ットマニピュレータにより行われる。ロボットマニピュレータは、たとえば液体をピペッ
ト採取するために用いられる液体処理用アームと同じレール上を移動するものであっても
よい。
【０００７】
　こうした作業プラットフォームは、特許文献１から既知であり、試料を処理するための
自動化システムとして記載されている。システムの複雑性および実行すべき処理ステップ
の煩雑性に起因して、こうしたシステムは複数のロボットマニピュレータを備える場合が
ある。
【０００８】
　こうしたロボットマニピュレータは、極めて頻繁に利用する必要があるので、対象物を
作業領域上において搬送するのに利用できるまで待機しなければならない場合が生じるこ
とが分かってきた。必要とされる試料の同定には煩雑な作業を要し、作業プラットフォー
ムの処理速度を低下させる場合がある。
【特許文献１】米国特許第６，０６０，０２２号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　第１の態様によれば、本発明の目的は、作業プラットフォーム内の試料の移動を合理化
できる代替的な装置および方法を提案することである。第２の態様によれば、本発明は、
作業プラットフォーム内の試料の追加的な同定および／または解析に関するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明によれば、第１の態様に係る目的は独立形式の請求項１および請求項１７の特徴
を組み合わせることにより達成することができる。本発明の追加的な特徴、変形例、改良
例および第２の態様に関する目的の達成は、従属請求項の特徴により実現される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、添付の図を参照して発明の実施の形態を説明する。
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【００１２】
　図１は、試料操作システム３において対象物２を解析（特性解析）するための装置１を
示し、このとき対象物２は、縦寸法Ｘおよび横寸法Ｙを有する少なくとも１つのほぼ水平
な作業領域４上に載置されている。この装置１は、Ｘ方向に平行に延びる少なくとも１つ
のレール５と、駆動部を用いてレール５上をＸ方向に往復移動可能な少なくとも１つの移
動ユニット６とを有する。この移動ユニットは、対象物２を識別するための識別ツール７
と、対象物２を把持し、識別ツール７に対して移動させるための電動式把持機構８とを有
する。さらに装置１は、移動ユニット６の移動および把持機構８の動作を制御し、識別ツ
ール７で得られた情報を処理するためのプロセッサ（図示せず）を備える。
【００１３】
　図２は、本発明に係る装置１の好適な第１の実施形態を示す概略的な平面図である。こ
の装置は、図１に示す作業プラットフォームの構成部品に加え、運搬装置９を含む移動ユ
ニット６を備え、運搬装置９は、対象物２をＸ方向に移動させるため、レール５に沿って
移動ユニットとともに移動することができる。運搬装置９は、ここでは運搬プレート１１
として具現化され、移動ユニット６、対象物２の識別ツール７、および識別ツール７に対
して対象物２を移動させるための電動式把持機構８と一体にレール５上を移動することが
できる。対象物２は、図に示すようなキャリア、マイクロプレート、試験管ホルダ、桶状
容器（トラフ）、または試料あるいは液体用の他の容器であるかによらず、把持機構８を
用いて、運搬プレート１１上に引き上げ、運搬装置９でＸ方向に搬送される。
【００１４】
　明らかなように、識別ツール７として用いられるバーコードリーダが、第１のマイクロ
プレート２および／またはキャリア２’の一方の表面を走査（スキャン）して、それぞれ
ウェル内にある試料の同定内容を認定する。この認定ステップは、キャリア２’が運搬装
置９の運搬プレート１１上に引き上げるときに行われることが好ましい。
　認定された対象物は、運搬プレート１１の現在のＸ位置に基づいて、作業領域４上の元
の位置に配置することができる。運搬プレート１１のＸ位置、および把持機構８が対象物
を把持する際の（本来の対象物のＹ位置までの）移動経路の検出ステップは、関連技術か
ら当業者には周知であるように、直線的な移動を検出するのに適当なセンサを用いて行う
ことができる。これらのセンサ（図２では図示せず）からの情報の処理ステップ、運搬プ
レート１１をＸ方向に移動させ、把持機構８をＹ方向に移動させるように駆動部を制御す
るステップ、および対象物を元のＸ／Ｙ位置に配置するステップは、デジタルコンピュー
タ（図示せず）を用いて行われ、このコンピュータは試料操作システム３の一部であるか
、これに付随するものであってもよい。
【００１５】
　一方、このような作業プラットフォームの製造業者およびユーザは、対象物を階層的に
分類する習慣があり、その分類の大項目としてキャリアを表示し、小項目として単一の容
器を表示する。複数の容器は、理想的には、例えばマイクロプレートの態様の２次元的な
領域、アレイ、またはラックを構成する。複数（例えば３つ）のラックは、キャリア上に
所定の区画された位置を有する。特にすべての対象物が可変的である場合には、すべての
対象物を同定しておくことが好ましく、かつ有用である。ソフトウェアアプリケーション
を用いて、マイクロプレートの個々のウェルを追跡調査できるようにしておくことも重要
である。しかし、こうした対象物においてすべてのウェルが所定位置に配置されているの
で、マイクロプレートさえ完全に把握しておけば十分である。試験管が容器として使用さ
れる場合には、個々の試験管を実際上いつでも（手動またはロボットアームの支援により
）置換可能であり、個々の試験管を確実に同定することができる。
【００１６】
　上述のように階層的に分類することは、本発明の技術的範囲において、ある役割を果た
すものである。すなわち、図２において識別ツール７として用いられるバーコードリーダ
は、第１の同定手順として、レール５に沿って移動し、後方からほぼ垂直方向に判読可能
なキャリアの同定マークまたは同定フラグを読み取ることが好ましい。このデータに基づ
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いて、たとえばキャリアの種別や、キャリアを後に搬送するために、キャリアをプラット
フォーム表面上に引き上げるべきか否かを判断することができる。また好適には、このデ
ータから、キャリア上に配置される対象物のそれぞれのバーコードの有無、およびバーコ
ードの位置と方位を推定することができる。第２の同定手順として、必要に応じて対象物
の実際の内容物が同定され、たとえば試験管に患者のデータが含まれるか、試薬が管理さ
れているか、あるいは所望のマイクロプレートが管理され収容されているか等について認
定される。このような２段階の同定手順は、すべてのキャリアについて第１の同定手順を
標準的に行い、所望するキャリアについてのみ第２の同定手順に移行して対象物の直接的
な同定を行う。
【００１７】
　把持機構８は、伸縮自在アームとしてここでは具現化されるが、択一的には、多関節ア
ームとしても具現化できる。さらに別の実施形態によれば、図示しない把持機構は、キャ
タピラトレッドを含み、Ｙ方向に走行するレールを有し、キャリアを把持し、そして／ま
たは配置するために上昇および／または下降することができる。この運搬装置９を用いて
、識別ツール７に対して移動させた対象物２は、Ｘ方向に搬送した後、把持機構８を用い
て、作業領域上の元あった位置とは異なる所定位置に配置される。把持機構８が移動する
と同時に、好適には試料および／または対象物の同定が再度行われ、この対象物２，２’
に関する新しいＸ位置およびＹ位置が中央コンピュータに記憶される。
【００１８】
　上記記載より明らかなように、対象物２は、把持機構８を用いて、把持され、平面上を
搬送され、再配置させるだけでなく、１つの平面から、Ｚ方向に上方または下方にある平
面に移動して、配置させることもできる。これらの移動処理が行われるとき、必ずしも必
要でないが、すべての対象物について識別ツール７を用いて同定または認定しておくこと
が好ましい。
【００１９】
　図３は、本発明に係る第２の実施形態による、試料操作システム３において対象物２を
特徴解析するための装置１の概略的な平面図であり、対象物２は、縦寸法Ｘおよび横寸法
Ｙを有する少なくとも１つのほぼ水平な作業領域４上に載置されている。この装置１は、
Ｘ方向に平行に延びる少なくとも１つのレール５と、駆動部を用いてレール５上をＸ方向
に往復移動可能な少なくとも１つの移動ユニット６とを有する。この移動ユニットは、対
象物２を識別するための識別ツール７と、対象物２を把持し、識別ツール７に対して移動
させるための電動式把持機構８とを有する。さらに装置１は、移動ユニット６の移動およ
び把持機構８の動作を制御し、識別ツール７で得られた情報を処理するためのプロセッサ
（図示せず）を備える。本発明に係る装置１は、移動ユニット６が、対象物２をＸ方向に
搬送するために、レール５に沿ってともに移動可能な運搬装置９を有する点において特徴
を有する。この第２の好適な実施形態によれば、運搬装置９は、複数の対象物２、２’を
搬送するために具現化された運搬プレート１１と、対象物２を受け取り位置で把持し、移
動プレート１１上へ搬送し、そして搬送位置へ載置するための把持機構８を有する。この
場合、受け取り位置は第１の作業プラットフォーム１４上の作業領域４内にあり、搬送位
置は第１の作業プラットフォーム１４または第２の作業プラットフォーム１４’の作業領
域４’内にあってもよい。
【００２０】
　把持機構８は、好ましくは作業領域４上に配置される対象物２，２’の寸法を少なくと
も超えて延伸可能であって、伸縮自在アームまたは多関節アームとして具現化される。さ
らにレール５は、作業領域４の外側に配置され、少なくとも作業領域４の縦方向の寸法Ｘ
と同等の長さを有することが好ましい。またレール５は、試料操作システム３の作業領域
４より長く構成してもよい。こうすることにより、試料操作システム３の外側から対象物
を取り込み、作業領域４上に配置することができる。さらに、作業領域４から試料操作シ
ステム３の外側へ対象物を取り出して搬送することができる。
【００２１】
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　運搬装置９が水平な作業領域４に垂直なＺ軸１０に対して、好適には＋１８０°および
／または－１８０°の角度βで回転可能であるような装置１がとりわけ好適である。この
場合、互いに平行で同じ作業高さ（図３参照）に配置される２つの試料操作システム３、
３’が単一の移動装置のみを用いて操作するものであってもよい。この場合も同様、識別
ツール７は、バーコードリーダおよび／または赤外線温度計および／または分光器および
／または試験管検査ユニットおよび／またはカメラを有するものであってもよい。
【００２２】
　本発明は、これまで説明した装置１の少なくとも１つを有する試料操作システム３に関
する。こうしたシステムは、単一の作業プラットフォーム１４として構成してもよいし、
１つの作業領域４または２つ（またはそれ以上）のほぼ水平な作業領域４、４’を有する
ものとして構成してもよく、各作業領域は縦寸法Ｘ、Ｘ’および横寸法Ｙ、Ｙ’を有する
。この場合、これらの作業領域４、４’は、１つの平面内に互いに平行に配置されること
が好ましい。図３に示すように、とりわけ場所をとらず、鏡面対称に構成された作業領域
４、４’、および／または図４に示すように同一方向に配列させた構成が考慮される。
【００２３】
　さらに、２以上の作業プラットフォームを組み合わせて、より高位のシステムとするこ
とができる。特に、２つのより小型の作業プラットフォームの間により大型の作業プラッ
トフォームを直線的に配置することにより、試料の処理および／または解析用の大型の作
業プラットフォームの一方の狭小側面に搬入ステーション（第１の小型作業プラットフォ
ーム）を配置し、大型の作業プラットフォームの他方の狭小側面に搬出ステーション（第
２の小型作業プラットフォーム）を配置することができる。この好適な構成を用いること
により、処理能力が高く、連続的に搬入および／または搬出できるシステムを実現するこ
とができる。必要ならば、小型作業プラットフォームと大型作業プラットフォームの間の
一方または両方の側面に搬出入口（lock）を配置し、本発明に係る装置を用い、その搬出
入口を介して、対象物２を搬送してもよい。
【００２４】
　ただし、作業領域４、４’は互いに対し平行に配置するか、または実際的な任意の角度
βで互いに対して回転させて配置してもよい（図示せず）。２つの作業領域４、４’（図
示せず）のさらなる組み合わせとして、第１のプラットフォームの後部が第２のプラット
フォームの前部と対向するように、２つの作業領域１４、１４’を平行に前後に配置して
もよい。好適にも第２のプラットフォームの後方に配置された本発明に係る装置１を用い
て、前方にある作業領域に対して「後方にある作業領域４を越えて」アクセスする（操作
する）ことができる。２つの作業領域４、４’（図示せず）のさらなる組み合わせとして
、第１のプラットフォームの後部が第２のプラットフォームの前部と対向するように、２
つの作業領域１４、１４’を平行に前後に配置してもよい。好適にも第１のプラットフォ
ームの後方に配置された本発明に係る装置１を用いて、前方および後方にあるプラットフ
ォームに対して、回転することなくアクセスする（操作する）ことができる。
【００２５】
　任意の識別ツール７および電動式把持機構８を有する移動ユニット６は、２つの作業領
域４、４’の間に配置され、Ｘ方向および／またはＸ’方向に平行に延びる少なくとも１
つのレール５上をＸ方向に往復移動することができる。識別ツール７および電動式把持機
構８を有する移動ユニット６は、同様に、２つのレール（図示せず）上を往復移動できる
ように配置してもよい。
【００２６】
　本発明は、１つまたはそれ以上の試料操作システム３において対象物２を搬送するとと
もに、好適には対象物２を解析する方法を含む。このとき対象物２は、把持機構８により
第１のＸ／Ｙ位置で把持され、識別ツール７へ移動され、識別ツール７により解析または
同定され、Ｘ方向へ搬送され、第２のＸ／Ｙ位置に再度載置される。この目的のため、第
１の実施の形態によれば、対象物２は運搬装置９のプレート１１上に引き上げられ、運搬
プレート１１上においてＸ方向に搬送される。第２の実施の形態によれば、対象物２は把
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持機構８により持ち上げられ、Ｘ方向に搬送される。本発明に係る解析および移動の方法
が、２つまたはそれ以上の作業領域４、４’を含むシステムで使用される場合、対象物２
、２’は、第１の作業領域４内の第１のＸ／Ｙ位置で把持され、好適には第１の作業領域
４と平行であって、その上方、下方、または隣接して配設された第２の作業領域４’内の
第２のＸ／Ｙ位置に載置される。また対象物２、２’は、第１のおよび第２の作業領域４
、４’の外側において搬入または搬出してもよい。
【００２７】
　図３で示すように配置された作業領域４、４’を有する試料操作システム３において、
本発明に係る方法を実行するために、運搬装置９は、対象物２、２’を把持してから載置
するまでの間に、水平な作業領域４に対して鉛直方向のＺ軸１０に対して、好ましくは＋
１８０°および／または－１８０°の角度βだけ回転する。この場合、単一のマイクロプ
レート（図示せず）、あるいは、たとえば１６本の試料管を含む３つのマイクロプレート
またはラック（ともに図示せず）を含むキャリア全体を第１の作業領域４から第２の作業
領域４’へ搬送することができる。
【００２８】
　図示したものの択一例として、対象物２、２’を識別するための識別ツール７は、赤外
線温度計、分光器、試験管検査ユニット、および／またはカメラを有していてもよく、こ
の識別ツールを用いて、試料の同定および品質、化学組成、および／または物理的パラメ
ータを検出してもよい。この場合、試料（たとえば試験管内の血液サンプル）に関する自
動透過率計測を行う装置は、試験管検査ユニットと呼ばれる。このように、本発明に係る
装置を用いて、試料の存在、位置、および品質を決定することができる。典型的なバーコ
ードリーダは１次元バーコードを含む。しかし、（たとえば画素表面の形態の）２次元コ
ード、または（たとえばレリーフ（起伏状体）またはホログラムの形態を有する）３次元
コードを読み取るリーダも使用可能である。識別ツール７は、好適には１つまたはそれ以
上の軸に対して回転／傾斜可能であるので、試料容器および／または対象物２、２’は異
なる空間的角度から観察または検出することができる。実際上の任意の空間位置に配置可
能な傾斜軸または回転軸の代わりとして、水平方向の傾斜軸１２が図２～図４のそれぞれ
に図示されている。
【００２９】
　各図面は装置をただ１つしか図示しないが、複数の作業領域４、４’を配設する必要が
ある場合、システムは、対象物２を搬送し、解析するための２つまたはそれ以上の装置１
を備えておくことが有用である。
【００３０】
　図１～図４に示す参照符号は、各図面における各構成部品について明示的に言及せずと
も、同一の構成部品を特定する。装置１および試料操作システム３を構成するために必要
なものとして当業者が選択するだろう構成部品、たとえばピペット先端部、ピペット先端
部をポンプに接続する管、ロボットマニピュレータの駆動部等は、図面を分かりやすくす
るために省略している。こうした部品は当然に、本発明に係る装置１および／または試料
操作システム３の一部である。本発明の開示された特徴を任意に組み合わせたものは、本
発明の範囲に含まれる。
【００３１】
　変形例に係る試料操作システム３（詳細図示せず）は、人がアクセスできない保護領域
１５として設計された少なくとも１つの作業領域４、４’または作業プラットフォーム１
４、１４’を有することが好ましい。保護領域１５は、既知のフローキャビネットすなわ
ち部分的な真空チャンバを有し、その内部にいる人が処理すべき試料に汚染（バイオハザ
ード）されないように保護することができる。このタイプの保護領域１５は搬出入口（lo
ck）１６を有し、対象物２または試料は搬出入口を介して、たとえばフローキャビネット
に搬出入させることが好ましい。本発明に係る装置１は、搬出入口１６の一部として具現
化され、この目的のために搬出入処理が行われる。
【００３２】
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　特に影響を受けやすい構成部品に人が触れ、または損傷を与えることがないように、作
業領域の保護領域１５は、作業プラットフォームまたはシステムの他の構成部品を隔離す
ることができる。たとえば（１５３６本の極めて正確に配列されたピペット針を有する）
マルチピペットヘッドを意図せずに配列を乱し、あるいは高精度のキャリアを多少であっ
ても移動させると、致命的な問題を生じ、ピペット針がマイクロプレートの表面に接触し
て損傷を受けることがある。たとえば１５３６個のウェルを含むマイクロプレートの隣接
する試料が互いに汚染する危険性がある。その他、配列が乱れることにより、方法の手順
に支障を来し、試料に混乱を招き得る。
【００３３】
　当業者にとって望ましいと思われる開示された実施形態の組み合わせ、および／または
変形例は、本発明に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】関連技術による既知の作業プラットフォームの３次元の概略図である。
【図２】本発明に係る装置の第１の実施形態を示す概略的な平面図である。
【図３】本発明に係る装置の第２の実施形態を示す概略的な平面図である。
【図４】本発明に係る装置の第３の実施形態を示す概略的な平面図である。
【符号の説明】
【００３５】
　１：装置
　２，２’：対象物
　４，４’：水平な作業領域
　５：レール
　６：移動ユニット
　７：識別ツール
　８：把持機構
　９：運搬装置
　１０：Ｚ軸
　１１：運搬プレート
　１２：水平方向の傾斜軸
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体処理用作業プラットフォームであって、
ａ）Ｘ方向の縦寸法、およびＸ方向とは本質的に垂直なＹ方向の横寸法を有する少なくと
も１つの本質的に水平な作業領域と、
ｂ）対象物（２）を搬送する少なくとも１つの装置（１）であって、Ｘ方向に平行に延び
る少なくとも１つのレール（５）、駆動部を用いて、レール（５）上をＸ方向に沿って往
復移動することができる移動ユニット（６）、および対象物（２）を把持する電動式把持
機構（８）を有する装置（１）と、
ｃ）移動ユニット（６）上に配設され、１つまたはそれ以上の軸に対して回転または傾斜
可能なバーコードリーダであって、第１の同定手順として、標本キャリアを同定するマー
クまたはフラグを作業領域の後方からほぼ垂直方向に読み取り、第２の同定手順として、
標本キャリアまたは標本容器上の対象物の実際の内容物を同定するように構成されたバー
コードリーダと、
ｄ）移動ユニット（６）の往復移動および把持機構（８）の把持動作を制御し、試料およ
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び／または対象物（２）のＸ／Ｙ位置ならびに同定手順を制御するプロセッサとを備え、
　移動ユニット（６）は、これとともにレール（５）に沿って移動し、Ｘ方向に対象物（
２）または標本キャリアを運搬するための運搬装置（９）を有し、
　運搬装置は、運搬プレート（１１）を具備し、把持機構（８）を用いて運搬プレート上
に移動させた対象物（２）を運搬することを特徴とする作業プラットフォーム。
【請求項２】
　請求項１に記載の作業プラットフォームであって、
　運搬装置は、水平な作業領域（４）に垂直なＺ軸（１０）に対して角度（β）で運搬プ
レート（１１）および把持機構（８）とともに回転可能であることを特徴とする作業プラ
ットフォーム。
【請求項３】
　請求項１に記載の作業プラットフォームであって、
　レール（５）は、作業領域（４）の外側に配置され、かつ、少なくとも作業領域（４）
のＸ方向の縦寸法に相当する長さを有することを特徴とする作業プラットフォーム。
【請求項４】
　請求項１に記載の作業プラットフォームであって、
　把持機構（８）は、少なくとも作業領域（４）上に載置された対象物の位置を超えてＹ
方向に延長可能であることを特徴とする作業プラットフォーム。
【請求項５】
　請求項１に記載の作業プラットフォームであって、
　上記装置（１）は、対象物（２）を識別するための識別ツール（７）を有し、
　電動式把持機構（８）は、対象物（２）を把持し、識別ツール（７）に対して移動させ
るように構成され、
　移動ユニット（６）の往復移動および把持機構（８）の把持動作を制御するためのプロ
セッサは、識別ツール（７）により得られた情報を処理するように構成されたことを特徴
とする作業プラットフォーム。
【請求項６】
　請求項５に記載の作業プラットフォームであって、
　識別ツール（７）は、赤外線温度計、分光器、試験管検査ユニット、およびカメラのう
ちの少なくとも１つを有することを特徴とする作業プラットフォーム。
【請求項７】
　請求項１に記載の液体処理用作業プラットフォームであって、
　２つの本質的に水平な作業領域（４、４’）を有し、
　移動ユニット（６）は、駆動部を用いて、少なくとも１つのレール（５）上を運搬プレ
ート（１１）および電動式把持機構（８）とともに往復移動することができ、
　レールは、水平な作業領域（４、４’）の後方に配置され、Ｘ方向に平行に延びること
を特徴とする作業プラットフォーム。
【請求項８】
　請求項７に記載の作業プラットフォームであって、
　作業領域（４、４’）が、互いに対して左右に隣接して配列されるか、あるいは前後に
鏡面対称に配列されることを特徴とする作業プラットフォーム。
【請求項９】
　請求項７に記載の作業プラットフォームであって、
　これらの作業領域（４、４’）のそれぞれは、１つの平面内に配置されることを特徴と
する作業プラットフォーム。
【請求項１０】
　液体処理用作業プラットフォームにおいて対象物（２）を搬送する方法であって、
ａ）Ｘ方向の縦寸法、およびＸ方向とは本質的に垂直なＹ方向の横寸法を有する少なくと
も１つの本質的に水平な作業領域を提供するステップと、
ｂ）対象物（２）を搬送するための少なくとも１つの装置（１）を提供するステップと、
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　装置（１）は、Ｘ方向に平行に延びる少なくとも１つのレール（５）、駆動部を用いて
、レール（５）上をＸ方向に沿って往復移動することができる移動ユニット（６）、およ
び対象物（２）を把持する電動式把持機構（８）を有する装置（１）を有し、
ｃ）移動ユニット（６）上に配設されたバーコードリーダを提供するステップと、
　バーコードリーダは、１つまたはそれ以上の軸に対して回転または傾斜することができ
、標本キャリアまたは標本容器上の対象物の実際の内容物を同定できるように構成され、
ｄ）移動ユニット（６）の往復移動および把持機構（８）の把持動作を制御し、試料およ
び／または対象物（２）のＸ／Ｙ位置ならびに同定手順を制御するプロセッサを提供する
ステップとを有し、
　この方法はさらに、
１）対象物（２）を、少なくとも１つの本質的に水平な作業領域上の第１のＸ／Ｙ位置に
載置するステップと、
２）第１の同定手順として、バーコードリーダを用いて、標本キャリアまたは対象物（２
）を同定するマークまたはフラグを作業領域の後方からほぼ垂直方向に読み取るステップ
と、
３）第２の同定手順として、バーコードリーダを用いて、標本キャリアまたは標本容器上
の対象物の実際の内容物を同定し、把持機構（８）を用いて、同定された対象物（２）を
第１のＸ／Ｙ位置で把持するステップと、
４）同定され、把持された対象物を、運搬装置（９）の運搬プレート（１１）上に移動さ
せるステップと、
５）運搬プレート（１１）上の同定され、把持された対象物を、Ｘ方向に搬送するステッ
プと、
６）同定され、把持され、搬送された対象物を、本質的に水平な作業領域上の第２のＸ／
Ｙ位置に再び配置するステップとを有することを特徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法であって、
　対象物（２）を同定し、把持するステップは、第１の作業領域（４）上の第１のＸ／Ｙ
位置で行い、
　対象物（２）を配置するステップは、第１の作業領域（４）に対して平行に配置された
第２の作業領域（４’）上の第２のＸ／Ｙ位置で行われることを特徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の方法であって、
　運搬装置（９）は、対象物（２）が把持されてから載置されるまでの間に、作業領域（
４）にほぼ垂直なＺ軸（１０）に対して、角度（β）で回転すること特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の方法であって、
　運搬装置（９）が回転する角度は、＋１８０°および／または－１８０°であること特
徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項１０に記載の方法であって、
　対象物（２）を識別ツール（７）へ移動させ、
　識別ツール（７）により得られた情報を、上記装置（１）のプロセッサにより処理する
こと特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の方法であって、
　識別ツール（７）を用いて、試料の化学的組成および物理的特性が決定されること特徴
とする方法。
【請求項１６】
　請求項１に記載の作業プラットフォームであって、
　バーコードリーダは、１次元、２次元または３次元のコードを読み取るように構成され
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ていること特徴とする作業プラットフォーム。
【請求項１７】
　請求項２に記載の作業プラットフォームであって、
　運搬装置（９）が回転可能な角度（β）は、＋１８０°および／または－１８０°であ
ること特徴とする作業プラットフォーム。
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